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第３次岐阜県廃棄物処理計画中間見直し（案）新旧対照表（パブリック・コメント等を踏まえた修正） 

頁 新（修正案）  旧（パブリック・コメント・意見照会前） 
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⑨ 再生利用量及び再生利用率の推移 

  全国の再生利用量については、市町村による回収量から算出して

 いますが、本県では、それに加え市町村以外の民間事業者による資

 源物回収量（以下、「民間回収量」という。）の推計も含めた量に

 おいて、再生利用量の推移を把握することとします。 

 本県の再生利用量は、平成３０（２０１８）年度以降、減少から横

ばい傾向にあり、内訳としてはプラスチック類が増加している一方、

特に紙類が大きく減少しています。 

 

⑨ 再生利用量及び再生利用率の推移 

  全国の再生利用量については、市町村による回収量から算出して

 いますが、本県では、それに加え市町村以外の民間事業者による資

 源物回収量（以下、「民間回収量」という。）の推計も含めた量に

 おいて、再生利用量の推移を把握することとします。 

 本県の市町村による回収量は、平成３０（２０１８）年度以降、減

少傾向にあり、                                   

   特に紙類が大きく減少しています。 
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資料３ 
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頁 新（修正案）  旧（パブリック・コメント・意見照会前） 

37 （１）一般廃棄物の減量化に関する目標 

① 見込み 

  一般廃棄物の排出量は、近年、減少傾向にあります。また、本県

 の人口は、今後減少すると予想されていることから、これに伴う排

 出量の減少が見込まれます。 

  再生利用率は、近年、緩やかに減少から横ばい傾向にあり、引き

続き、同様の傾向で推移することが見込まれます。 

（１）一般廃棄物の減量化に関する目標 

① 見込み 

  一般廃棄物の排出量は、近年、減少傾向にあります。また、本県

 の人口は、今後減少すると予想されていることから、これに伴う排

 出量の減少が見込まれます。 

  再生利用率は、近年、         低下傾向にあり、引き

続き、同様の傾向で推移することが見込まれます。 
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③ 考え方 

  一般廃棄物の排出量については、令和７（２０２５）年度目標値

を達成見込みであることから、過去の減少実績を踏まえ、本計画策

定時に設定した、令和１２（２０３０）年度の目標値とします。 

  再生利用率については、国の基本方針における再生利用率の目標

値の推移及び本県の状況を踏まえ、県としても同様の水準を目標値

とします。 

 

③ 考え方 

  一般廃棄物の排出量については、令和７（２０２５）年度目標値

を達成見込みであることから、過去の減少実績を踏まえ、本計画策

定時に設定した、令和１２（２０３０）年度の目標値とします。 

  再生利用率については、国の基本方針における再生利用率の目標

値の推移      を踏まえ、県としても同様の水準を目標値と

します。 

 

53 ○ 県ホームページ等の媒体を活用し、法の制度や届出手続等につい

て、普及啓発に努めるとともに、法の対象建設工事が適切に施工さ

れるよう、パトロールの充実を図ります。（建設リサイクル法） 

○ 県ホームページ等の媒体を活用し、法の制度や届出手続等につい

て、普及啓発に努めるとともに、「建設リサイクル法」の対象建設

工事が適切に施工されるよう、パトロールの充実を図ります。（建

設リサイクル法）  
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頁 新（修正案）  旧（パブリック・コメント・意見照会前） 

58 

70 

⑩ 可燃ごみ指定袋等へのバイオマスプラスチックの導入を市町村へ働き  

  かけ 

 ○ 市町村に対する必要な情報の提供や技術的助言、費用負担にかかる

財政的援助を国へ要望する等、市町村の取組を支援します。 

 

⑩ 可燃ごみ指定袋等へのバイオマスプラスチックの導入を市町村へ働き  

  かけ 

 ○ 市町村に対する必要な情報の提供や技術的助言等        

              市町村の取組を支援します。 

 

66 ３ 災害・感染症・気候変動への備え 

（１）災害廃棄物処理対策の推進  

 災害廃棄物の処理主体である市町村は、迅速かつ適正に災害廃棄物の処 

理を進めることができるよう、市町村災害廃棄物処理計画を策定するとと 

もに、施設の耐震化や仮置場候補地の選定等、平常時からの備えの強化に 

取り組む必要があります。 

 一方で、市町村が処理できないほど膨大な災害廃棄物が発生した場合に 

は、広域的に処理を行うなど、県による支援が必要となる場合も想定され 

ることから、県は、県災害廃棄物処理計画を随時見直すとともに、市町村 

と協力して、平常時からの備えを強化し、災害発生時には、迅速に災害廃 

棄物処理の支援を行います。 

 

３ 災害・感染症・気候変動への備え 

（１）災害廃棄物処理対策の推進  

 災害廃棄物の処理主体である市町村は、迅速かつ適正に災害廃棄物の処 

理を進めることができるよう、市町村災害廃棄物処理計画を策定するとと 

もに、施設の耐震化や仮置場候補地の選定等、平常時からの備えの強化に 

取り組む必要があります。 

 一方で、市町村が処理できないほど膨大な災害廃棄物が発生した場合に 

は、広域的に処理を行うなど、県による支援が必要となる場合も想定され 

ることから、県は、                     市町村 

と協力して、平常時からの備えを強化し、災害発生時には、迅速に災害廃 

棄物処理の支援を行います。 

 

67 ③ 県内広域及び関係団体との連携体制の整備 

○ 災害廃棄物処理に係る図上演習及び情報伝達訓練を実施し、県及び市

町村の対応能力を向上させるとともに、関係団体の連携体制を強化しま

す。 

○ 災害時における広域的支援体制を迅速に確立するため、県内市町村及

び関係団体が連携を行う際に必要となる対応方法等について記載した要

領を作成します。 

 

③ 県内広域及び関係団体との連携体制の整備 

○ 災害廃棄物処理に係る図上演習       を実施し、県及び市 

町村の対応能力           及び連携体制の向上を図りま

す。 

○ 災害時における広域的支援体制を迅速に確立するため、県内市町村及

び関係団体が連携を行う際に必要となる対応方法等について記載した要

領を作成します。 

 


